
お住まいの地域を担当する高齢者相談室、または介護保険課に相談します

（原則、利用者本人が窓口で手続きをします）

要介護（要支援）認定を受けます 基本チェックリストを受けます

要介護

1～5の方

要支援

1・2の方
非該当の方

生活機能の低下が

みられた方

（事業対象者）

自立した生活が

送れる方

ケアプランの作成

（居宅介護支援事業所）

ケアプランの作成

（高齢者相談室）

ケアプランの作成

（高齢者相談室）

介護

サービスを利用

介護予防

サービスを利用

介護予防・生活支援

サービスを利用

一般介護予防事業を利用

併用可

利 用 ま で の 流 れ


